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マイナンバーカード交付について
●お問い合わせ　住民課　☎７６－３８０２

　平日の業務時間内に『マイナンバーカード』の
申請（新たに申請する方のみ）及び交付に来られ
ない方のために、11月と12月に交付窓口を開設
いたします。ぜひご利用ください。

　９月10日に園田敬徳様（園田動物病院）・井
上新佳子様より、町内こども園、小中学校へ図
書「もふもふのほんと」をご寄贈いただきまし
た。
　動物愛護チャリティ本「もふもふのほんと」
は、動物の命の重さを考えるマンガが13作収
録されており、子どもたちが手に取りやすく読
みやすいものとなっています。動物を飼うこと
が“かわいいだけではない現実”を一人でも多く
の方が知ることで、何かを感じ何かを考える
きっかけになることを願い制作されています。

ご寄贈ありがとうございます

発起人：こうち楓
作者：こうち楓、青色イリコ、青
星早奈、猪狩そよ子、ウオズミア
ミ、うまぞの文、花糸、胡原お
み、黒つぐみ、みあ、柳井わか
な、山田のこし、由多いり

「もふもふのほんと」

マイナンバーカード交付窓口開設日

10日（火）
26日（木）
8日（火）
17日（木）

11月

12月

日　程 時　間

午後５時
～

午後７時

※システムの保守作業等で日程が変更になる場合が
ありますので、希望される方は事前にご確認をお
願いいたします。

マイナンバーカード交付窓口開設日に、本人通知制
度の申請受付も行います。平日の日中に来庁できな
い方はぜひご利用ください。

　本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本
人の代理人や第三者に交付した場合に、本人通知を
希望された方に対して、交付されたことを通知する
ものです。
　本人通知により、住民票の写しなどの不正請求お
よび不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによ
る不正請求の防止につながります。

　本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナ
ンバーカード等）をご持参ください

本人通知制度の申請に持参していただくもの

本人通知制度の概要

九重町住民票の写し等の第三者交付に
　　　　　　　　係る本人通知制度について
九重町住民票の写し等の第三者交付に
　　　　　　　　係る本人通知制度について

順不動。団体のみ掲載させていただいております▼

【寄附金（令和 2年 7月豪雨災害対応のため）】

ご寄附ありがとうございます

・西日本コンサルタント株式会社
・株式会社T.O.P.S
・大分県グラウンドゴルフ協会
・大分県宅地建物取引業協会日田支部
 
・トヨタ車体労働組合
・広島大分県人会　
・町村会（岩手県、東京都、青森県、秋田県、
　宮城県、福島県、新潟県、神奈川県、兵庫県）

・東京都特別区長会

300,000円
30,000円
 100,000円

 100,000円
1,213,000円
100,000円

　 
合計1,566,500円

292,000円

九重町区長会に中津市自治会連合
会よりご寄附をいただきました

●ところ　住民課（役場１階）

●と　き
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年金生活者支援給付金制度について
●お問い合わせ　住民課　☎７６-３８０２

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の
生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　年金生活者支援給付金の受け取りには、請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本
年金機構（年金事務所）が行います。

令和 3年度使用中学校教科用図書の採択結果のお知らせ
●お問い合わせ　九重町教育委員会　教育振興課　☎７６－３８３４

　令和３年度使用中学校教科用図書を教育委員会で採択しました。採択結果は次のとおりです。

国　　語
書　　写
地　　理
歴　　史
公　　民
地　　図
数　　学
理　　科

三省堂
東京書籍
帝国書院
東京書籍
東京書籍
帝国書院
日本文教出版
大日本図書

種　　目 発行者名
音　　楽
器　　楽
美　　術
保健体育
技　　術
家　　庭
英　　語
道　　徳

教育芸術社
教育芸術社
光村図書
学研教育みらい
東京書籍
開隆堂
三省堂
光村図書

種　　目 発行者名

対象となる方1

請求手続き2

●老齢基礎年金を受給している方
　　　　　　　　　　□ 65 歳以上である
　　　　　　　　　　□ 世帯員全員が、市町村民税が非課税となっている
　　　　　　　　　　□ 年金収入額とその他所得額の合計が約 88万円以下である

●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　　　　　　　　　　□ 前年の所得額が約 462万円以下である

・すべてに
　該当する方

・該当する方

❶新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　お受け取りの対象になる方には、日本年金機構より10月中旬頃から、請求可能
な旨のお知らせを送付します。同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に
記入し提出してください
　令和３年２月１日までに請求手続が完了しますと、令和２年８月分からさかの
ぼって受け取ることができます

❷年金を受給しはじめる方
　　年金の請求手続きと併せて年金事務所または住民課で請求手続きをしてください

●

●

●

❶か❷の
いずれかで請求
してください

請求手続き
はお早めに！

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・
暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『ねんきんダイヤル』：０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル）

▼
▼

厚生労働省
ホームページ

▲

年金給付金
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九重町オリジナルマイバッグ、ご利用いただけていますか？
●お問い合わせ　商工観光・自然環境課　☎７６－３８５０

「いつでも・だれでも・どこでも」マイバッグを持って買い物に行こう

　令和２年７月１日よりレジ袋の有料化がスタートしました。マイバッグを
持って出かけていますか？ちょっとした買い物のときマイバッグを忘れるこ
とはありませんか？
　九重町では９月に町内の全世帯を対象にマイバッグを配布しました。配布
したマイバッグは、小さめでちょっとした買い物にぴったりです。「いつで
も・だれでも・どこでも」マイバッグを持って出かける習慣を身につけま
しょう。
　また、マイバッグを使うことは、プラスチックごみの削減につながり、地
球温暖化の原因となっている二酸化炭素の排出量削減にもつながります。
　九重町には、多種多様な生きものが生息し、豊かな自然に恵まれていま
す。レジ袋の有料化を機に、この豊かな自然環境を守るためにできることか
ら始めてみましょう。

生物多様性とは？　－レジ袋の有料化をきっかけに環境について考えてみよう－

　生物多様性とは、多種多様な生きものがつながり合い、生きもの
との相互関係によって環境が作り出されている状態をいいます。
　九重町は自然資源が豊かであり、昔から人々の暮らしの中に生物
多様性の恵みがもたらされてきました。今でも知らず知らずのうち
に生物多様性の恵みを受けて生きています。

生物多様性の恵み

　私たち人も「生物多様性の一員」です。しかし、地球温暖化
や人による自然環境への過干渉・管理放棄などにより生物多様
性への負の影響は拡大しています。
　植物を例にとると、九重町では1,514種が確認されています
が、このうち290種が環境省のレッドリストに指定されている
絶滅種・絶滅危惧種であり、およそ5種に1種が該当している
ことになります。 
　現代は、「第６の大絶滅時代」と言われており、現代に生き
る私たちは、生命の歴史上、過去にないスピードで生じている
絶滅時代に直面しています。
　生物多様性が失われていくことは、人が生きていくために必
要な生きものや環境を失うことにつながります。「生物多様性
の一員」として、今取り組むべき課題について向き合うことが
必要です。

生物多様性の危機

●詳しくは、「生物多様性ここのえ戦略」をご覧ください。
●商工観光・自然環境課にダイジェスト版がありますのでお気軽にお問い合わせください。 「生物多様性

　ここのえ戦略」

▲

生物多様性の保全＝人が生きて
いくために必要なもの・環境の
保全につながる

現在、世界では１年に
　　　　40,000種が絶滅

つまり・・・
１日に約110種が絶滅!!
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“健康の秋” にしてみませんか？　－心も体も健康に－
●お問い合わせ　保健福祉センター　☎７６－３８３８

　11月は大分県の健康に関するイベントがたくさんあります。秋の味覚やスポーツ、読書などを
楽しみながら心も体も健康に過ごしましょう！

　「80歳になっても20本以上自分の歯を保つ」8020運動を歯科医師会等と推進しています。親知らずを除
く、28本のうち20本以上の歯があれば、ほとんどの食べ物を噛みくだくことができ、おいしく食べられる
と言われています。家族みんなで歯と口のケアを実践し、歯と口の健康寿命を延ばしましょう！

「食」は心身の健康にとって、基本となる大切な要素です。うまい！楽しい！元気な大分を
目指しましょう！

・10月29日（木）までに保健福祉センター（☎76-3838）にお申込みください。
　※人数によっては予約を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください

11月 8 日（日）
11月 9 日（月）
11月26日（木）　　

保健福祉
センター

日　程 場　所

8:30
～
10:30

受付時間
○
×
×

乳房超音波検査
○（10月 23日まで）

×
×

託児（申込期限）

●日時・会場

●申込方法と申込期限

・今年度、町の健診や厚生連健康管理センターで胸部レントゲン検診を受けた方は受診できません。
・レントゲン以外の検診はありません。

●注意事項

11月 8日は「大分いい歯の日」、11月は「大分いい歯の 8020推進月間」

お口を元気に保つためには

がん検診受診率 50％達成を目指しています！　―11月が今年度最後の巡回健診です―

11月 19日はおおいた食（ごはん）の日

新型コロナウイルス感染症予防のため、マスク着用が日常生活になった今、「見えないから歯を磨く
回数が減った」、「口臭が気になる」、「口が乾燥しやすい」など思い当たる方はいませんか？手洗い・
うがいだけでなく、口腔環境を整えることも免疫力アップにつながります。

▼

○食べたら磨くを習慣にしましょう（デンタルフロスや歯間ブラシなども活用）
○よく噛んで食べましょう
○バランスのとれた食事をとりましょう！だらだら食べたり飲んだりは控えましょう
○かかりつけ歯科医を持ちましょう

75 歳以上の方の胸部レントゲン（肺がん・結核）巡回検診　　　※予約が必要です

場　所日　程 時　　間
淮園小学校駐車場
愛彩ファーム九重（野矢）
東飯田地区体育館

11月 11日（水）
9：00～ 9：45 （受付時間 9：00～ 9：30）
10：15～11：00 （受付時間10：15～10：45）
11：30～12：15 （受付時間11：30～12：00）

九重町総合
健診残りの日程

※事前申込み必要
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10 月 1日より、ヘルプマークを配布します

　大分県では、内部障がいや難病の方など、外見からは障がい等があることがわかりにくい方が、
周囲の人に援助や配慮を必要としていることをお知らせする「ヘルプマーク」を10月１日から配
布します。
　ヘルプマークの配布対象は障害者手帳等の手帳所持者に限らず、日常生活・社会生活上何らかの
困りがあり支援を必要とする方が対象です。また、申込に手帳等の提示や証明書等は不要です。

●お問い合わせ　健康福祉課　☎７６－３８２１

シリーズ
『障がい福祉』



配布申込み先 九重町役場　健康福祉課　福祉グループ窓口まで（役場１階）

●電車・バスの中で、席をお譲りください
　　外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり
革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難
だったりする方がいます。また、外見からは分からな
いため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ス
トレスを受けることがあります。

●駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお
願いします
　　突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが
困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動
作が困難な方がいます。

●災害時は、安全に避難するための支援をお願いします
　　視覚障がい者や聴覚障がい者等の状況把握が難しい方、肢
体不自由者等の自力での迅速な避難が困難な方がいます。 大分県ＨＰ▲

【使用例】
 バッグ等に付けてご使用ください

障害者手帳のカード型の申請受付について
●お問い合わせ　健康福祉課　☎７６－３８２１

▼
▼

▼

カード化の手続きについて

カード型への切り替えについて

　対象となる方
　　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、カード型の手帳発行を希望される方
　カード型申請に必要なもの
　　顔写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード
　申請場所
　　健康福祉課（役場１階）

●手帳は現在の紙型でも使うことができます。
●申請から交付までに１～２ヶ月程度、お時間がかかる場合があります。
●顔写真は白黒で発行されます。
●これから各種障害者手帳の交付申請をされる方は、紙型またはカード型のどちらかを選択していただけ
ます。

　９月23日より障害者手帳のカード型の申請受付が始まりました。カード型の手帳発行を希望さ
れる方は窓口にて申請が必要です。ご不明な点がありましたら、健康福祉課までご相談ください。

＜カード型手帳イメージ＞
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ふるさとの
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い
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
ひ
い
て
は
自
分
自

身
の
穢
れ
を
き
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
と
か
。

　
そ
し
て
茅
の
輪
に
は
こ
ん
な
昔
話
も
。
奈
良
時

代
に
編
纂
さ
れ
た
備
後
国
風
土
記
の
中
に
『
蘇
民

将
来
』
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。「
あ
る
と
き
武

塔
神
が
旅
の
途
中
一
夜
の
宿
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、

裕
福
な
弟
の
巨
且
将
来
は
断
り
、
貧
し
い
兄
の
蘇

民
将
来
は
誠
意
い
っ
ぱ
い
の
も
て
な
し
を
し
て
お

泊
め
し
た
。
後
日
武
塔
神
は
再
び
や
っ
て
き
て
、

自
分
は
ス
サ
ノ
オ
で
あ
る
と
明
か
し
、
蘇
民
の
娘

に
茅
の
輪
を
つ
け
さ
せ
た
。
そ
し
て
茅
の
輪
を
つ

け
て
い
れ
ば
疫
病
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
教

え
た
。
そ
の
後
茅
の
輪
を
つ
け
て
い
な
い
将
来
の

一
族
は
み
な
滅
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
い
う
話
で

す
。
こ
れ
が
輪
く
ぐ
り
の
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
神
事
の
終
わ
り
に
は
二
種
類
の
茅
で
で
き
た
お

守
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ひ
と
つ
に
は
、「
蘇

民
将
来
子
孫
之
家
門
」・「
悪
疫
退
散
牧
口
八
幡

社
」・「
夏
越
大
祓
無
病
息
災
延
命
長
寿
」
と
あ

り
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
「
令
和
二
年
輪
こ
ぐ
り
神

事
」・「
延
命
長
寿
悪
疫
退
散
」
と
あ
り
ま
し

た
。
わ
た
し
も
持
ち
帰
り
一
つ
は
玄
関
の
入
り
口

に
、
も
う
一
種
類
は
車
に
下
げ
て
い
ま
す
。
茅
の

輪
で
コ
ロ
ナ
退
散
！

む

と
う
し
ん

こ
た
ん
し
ょ
う
ら
い

み
ん
し
ょ
う
ら
い

そ茅の輪こぐりの様子

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です！
国民年金広場

●お問い合わせ　住民課　☎７６－３８０２
　　　　　　　　日田年金事務所　☎0973-22-6174

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するご相談は、ねんきん加入者ダイヤル
（☎0570-003-004）までお願いします。

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
（令和２年１月１日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。）
　社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」（又は領収証書）を添付する必要があります。
　対象者には日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発送されますの
で、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

発送時期

令和 2年 11月上旬

令和 3年 2月上旬

対　象　者

令和 2年 1月 1日から令和 2年 9月 30日までの間に
納付された方

令和 2年 10月 1日から令和 2年 12月 31日までの間に
今年初めて納付された方

ご家族の国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、
その保険料についても控除が受けられます

▼




